
- 1 -

志布志高等学校 学校いじめ防止基本方針

いじめの定義（いじめ防止対策推進法２条第１項）

「いじめ」とは，児童生徒に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって，当該行為の対

象となった児童生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

志布志高校いじめ問題への対応の考え方

・軽微と思われることでも積極的に把握し「１件でも多く発見し、それらを解消する」

・学校が一丸となって組織的に対応する

・いじめは絶対に許されるものではなく，万が一あった場合には厳しく対処する

（１）いじめの未然防止および早期発見のための取組

・４月 いじめ問題を考える週間による取組

① 職員間での学校いじめ防止対策基本方針の確認（校内研修）

② 統一ＬＨＲ「いじめ問題」について

③ 学校アンケート（県様式）の実施

④ 全校集会での「いじめ問題」に関する講話（学校長）

・５月

① ＰＴＡ総会で「学校いじめ防止基本方針」の保護者周知

・６月

① 教育相談の実施（学校楽シートによる生徒の把握）

・９月

① 職員間での学校いじめ防止対策基本方針の確認

② 統一ＬＨＲ「いじめ問題」について

③ 学校アンケート（県様式）の実施

④ 全校集会での「いじめ問題」に関する講話（学校長）

・１０月

① 教育相談の実施（学校楽シートによる生徒把握）

・２月

① いじめ防止対策基本方針の見直し

・年間を通して

① 生活の記録による生徒把握

② 教育相談係による毎月の「出欠状況調査」

③ スクールカウンセラーによるカウンセリング

④ 職員間の情報交換
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いじめ事案対処マニュアル

いじめと疑われるものは

どのような些細なことでも

委員会へ報告

いじめ対策委員会

校長・教頭・生徒指導主任・副主任・各学年主任・教育相談係・養護教諭

［ 協力要請 ＋ 学校関係者評価委員・スクールカウンセラー・警察等 ］

※ 情報共有 ・・・ 全教職員

報告 管理職 教職員 報告

県教育委員会 関係保護者

警察

（１）いじめの早期発見および情報提供

（２）いじめ対策委員会へ報告

（３）事実確認

（４）事案発覚

（５）管理職による報告（重大事案のみ）

（６）当該教職員による保護者への報告（加害生徒･被害生徒）

（７）いじめ対策委員会による今後の対応協議

（８）加害生徒・被害生徒への対応

（９）その他の生徒の精神的サポート（全教職員）

いじめ事案

発覚

早期発見対策

アンケートの実施

教育相談

生活の記録他

情報提供

保護者

生徒 他

事実確認

聞き取り

アンケート等

いじめが認めら

れない場合でも

全職員情報を共

有し注意して観

察を続ける


